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目標値１① 基 1.00 1.00
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成果（事業が意図する成果）

地域ぐるみの防災体制づくり施策

事業内容

対象・手段
　小型消防ポンプ用水利として、小型防火貯水槽を設置・維持管理します。
　飲料水、生活用水の確保のため、給水施設、所有・協定の井戸を維持管理します。

目的

　大規模地震発生に備え、各種水利を確保・維持します。
　①区が行う応急給水（飲料用）活動用
　②消火栓が震災等により使用不能となった場合の応急用
　③防災区民組織が行う初期消火活動用

事業成果指標
指標名 定義 目標水準

　地域に防火貯水槽等を設置・維持管理することで、消防団、防災区民組織の防災体制を強化し、併せて、
災害時の生活用水を確保し防災体制を強化します。

事務事業 92 災害対策用各種水利の確保及び充実

大項目 02 災害に強い安全なまちづくり

章 3 安全で快適な、みどりのあるまち

小型防火貯水槽（５t）の新規設置（１基）

成果の達成状況

小型防火貯水槽（５t）を水利不足地域に設
置する。
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防火貯水槽の維持管理（９４基）
小型防火貯水槽の維持管理（２２８基）新規設置（１基）
所有・協定している井戸施設の維持管理（深井戸４基・防災井戸１７９基）
公衆浴場の揚水施設の活用（１０基）
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防火貯水槽の維持管理（９４基）
小型防火貯水槽の維持管理（２２７基）新規設置（１基）
所有・協定している井戸施設の維持管理（深井戸４基・防災井戸１７９基）
公衆浴場の揚水施設の活用（１０基）
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事業に関する検討課題

　今後は設置位置周知に検討の余地があります。
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　各種水利の確保は順調に進められ、災害時消火用水・生活用水は概ね充足されました。
新規の防火貯水槽設置は終了します。
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事業費⑩ 千円

減価償却費等⑬ 千円

総計⑭＝⑩＋⑪＋⑫＋⑬
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　小型防火貯水槽（５ｔ）の年１基設置をしました。
　今後、設置位置周知について検討していきます。

　区独自事業により設置を実施した一方、民間水利を有効に活用し、相互の効率化を
図っています。
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行政の関与

妥当性

施策寄与度

1.00

達成度

効率性

実施の成果

1.00
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　小型防火貯水槽（５t）設置は、不足地域を優先とし、民間水利の活用が図れない地域
に設置していることから妥当性があります。

　地域の防火貯水槽・浅井戸の確保・維持管理は、地域で共同して行う初期消火活動・
生活用水の確保に寄与するものと考えます。
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　区内の消防水利としての消火栓を補うため設置してきた。現在、区内消火栓配置は充
足しており、５ｔ貯水槽の設置も原則充足したと考えています。

　震災時の地域の水利確保は区の責務ですので、区の関与の必要性があります。

改
革
方
針

休廃止

　平成１５年度より消防水利不足地域に小型防火貯水槽（5t）を毎年度１基づつ設置して
きましたが、１９年度設置をもって消防水利充足とみなし、本設置計画を終了します。
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